
公益財団法人 広島県サッカー協会 アウォーズ表彰規程 
 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規程は、公益財団法人広島県サッカー協会（以下「本協会」という。）が、当年度に原則として全国大

会において優秀な成績をあげたと認められる 選手・監督・審判員 に対して表彰する事を定める。 

第２条  

   第２章 所管組織 

（所管組織） 

第３条 広島県サッカー協会 アウォーズ表彰に関する事項は、総務委員会が所管する。 

 

第３章 掲額者の選出 

（選出方法） 

第３条 総務委員会は、基準に該当する候補者を原則毎年 1 回理事会に推薦し、決議を行う。 

 

（候補者） 

第４条 候補者は、次に定める要件を満たす者とする。(※原則として) 

表彰分野 表彰名 表彰人数 選考基準 備考 

個人特別表彰 個人特別表彰 未 国際試合またはこれに準ずる試合において優秀な成績を

あげたと認められる選手 

原則として公式試合 

チーム表彰 年間最優秀チーム 未 全国大会で３位以内に入賞したチーム  

年間優秀チーム 未 全国大会で４～８位に入賞したチーム  

 

 

 

 

 

 

個人表彰 

年間優秀選手 

（第1種社会人） 

11人  

 

 

 

 

 

全国大会、中国大会またはこれに準ずる大会で 

優秀な成績をあげたと認められる選手 

 

年間優秀選手 

（第1種大学生） 

11人  

年間優秀選手 

（第２種） 

11人  

年間優秀選手 

（第３種） 

11人  

年 間 優 秀 選 手 

（第４種） 

16人 16人の内訳→男子

11人、女子5人 

年間優秀選手 

（女子Ｏ-19） 

5人  

年間優秀選手 

（女子Ｕ-18） 

5人  

年間優秀選手 

（女子Ｕ-15） 

5人  

年間優秀選手 

（シニア） 

5人  

年間優秀選手 

（フットサル） 

5人  

年間優秀監督 未 全国大会以上における功績が顕著と認められる監督  

年間優秀審判 未 全国大会以上における功績が顕著と認められる審判  

会⾧特別表彰 会⾧特別表彰 未 会長が特に功労顕著であると認めたもの  

※上記以外に、広島県サッカー協会特別功労表彰、ＪＦＡ功労賞受賞表彰、広島県スポーツ協会スポーツ賞受賞表彰等がある。  

 

        第４章 掲額者への特典 

（掲額者の待遇及び特典） 

第５条 本協会は、掲額者に対して、HiFA AWARDS での表彰を行う 

 

第５章 附則 

（附則） 

１ この規程は、２０２5 年１1 月２７日から施行する。 


